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いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。

季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2025年5月の税務

5月12日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日

●特別農業所得者の承認申請

6月2日

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申

告＜消費税・地方消費税＞

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税

＞

●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと

の中間申告＜消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1

月ごとの中間申告（1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分）＜消費税・

地方消費税＞

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税（種別割）の納付（5月中において都道府県の条例で定める日）

○鉱区税の納付（5月中において都道府県の条例で定める日）



中小企業のリース会計と法人税

◆リースとは所有せずに使用する契約

　リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約を

いいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。

　ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済

的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレ

ーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。

◆上場会社等のリース会計は売買処理に統一

　上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリ

ース資産を売買があったものとして資産として計上します（売買処理）。オペレ

ーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基

準の適用により資産計上（売買処理）となりました。

◆中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま

　中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール（中小企業会計指針、中

小企業会計要領）によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング

・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず

、従来どおり賃貸借処理が継続できます。

◆上場会社等の法人税の扱い

　上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リー

ス、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リース

については資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、

オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では

元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告

調整が必要となります。

◆中小企業の法人税は賃貸借処理のまま

　中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され

、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入さ

れます。

　また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後

も賃貸借処理が継続されます。令和７年度税制改正大綱では、オペレーティング

・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その

確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から

従来の賃貸借処理のままとなると解されます。

大谷翔平選手のCM撮影が日本国内でなく米国内で行われる理由

◆なぜＣＭ撮影が米国内で行われるのか

　「広告効果絶大」とされるロサンゼルスドジャース大谷翔平選手のＣＭがまた

増えました。今度は日本のコンビニチェーンのおむすびのＣＭです。おむすびは



子供のころから大好きだったこともあり、ロサンゼルスで行われたＣＭ撮影には

、たくさん食べたいとの思いで昼食を抜いて臨み、撮影中に19個食べ、お土産と

しても持ち帰ったそうです。食べた個数も桁違いですね。

　ＣＭ提供を希望する会社はますます増え、これまでは4時間くらいかけていた

撮影も、2時間程度に制限されているようです。ご本人が超多忙だから撮影は地

元で行われるということなのでしょうか？

◆日本でＣＭフィルムの撮影を行った場合

　大谷選手は米国に拠点を置いており（＝日本に生活の拠点である住所がないの

で）、税務的には日本の非居住者です。

　ＣＭ関連で支払われる報酬には、撮影の対価とコマーシャルとしてテレビ放映

等で使用されることに対する許諾の対価の両方が含まれるものと考えられます。

これは人的役務の提供の対価となり、ＣＭの撮影が日本国内で行われれば、日本

の所得税法の規定により、国内源泉所得として20.42％の源泉徴収を行わなけれ

ばなりません。

◆海外でＣＭフィルムの撮影を行った場合

　一方、ＣＭの撮影＝人的役務の提供が日本国外（＝本件の場合は米国ロサンゼ

ルス）で行われれば、日本の税法的には、国外源泉所得となり、日本での課税関

係は発生しないことになります。

　また、コマーシャルとしてテレビ放映等で使用されることに対する許諾の対価

の部分についても、著作権隣接の使用料とせずに、人的役務の提供の対価として

同時に支払うことで全額が人的役務の提供の対価ということになれば、役務提供

地に基づき国外源泉所得となりますので、日本での課税関係は生じないことにな

ります。

　なお、もし、この支払が法人（例えば個人会社やドジャース球団など）に対し

て行われていた場合には、区分は人的役務の対価に対する報酬ではなく、人的役

務提供事業の対価となります。ただし、日米租税条約により、「産業上又は商業

上の利得」とされ、「日本に恒久的施設がなければ課税せず」に該当すれば課税

されないことになります。

　ＣＭのギャランティーも桁外れでしょうから、上記のような理由もあって、撮

影は米国内で行われたものと考えられます。
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